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令和元年 12 月 12 日 

事業者の皆様へ 

 

 

 

 

  工事及び物品・委託等の案件における質問回答について、事業者の皆様の利便性向

上を図るため、質問の提出を「発注情報詳細」の『質問フォーム』から行っています。 

この質問回答について、『質問フォーム』からの質問にファイルの添付ができるよ

うになりましたので、お知らせします。 

 

なお『質問フォーム』を用いた質問回答について、工事の案件では土木事務所が工

事担当課となる案件では既に導入し、その他の工事担当課の案件についても適用範

囲を拡大するところです。（参考：12 月 4 日付「工事における「一般競争入札（条

件付）」の質問・回答の方法が変わります」） 

 

 

※『質問フォーム』におけるファイルの添付方法 

 

（１）質問フォームの「参照」をクリックし、ファイルを指定します。なおファイルの

サイズは２MB に収まるようにしてください。また、ファイル形式は pdf、zip、

xlsx、docx のいずれかにし、パスワードやマクロの設定はしないでください。 

 入力がすべて完了したら、「入力内容を確認する」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『質問フォーム』からの質問提出に 

ファイルの添付ができるようになります！ 
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（２）確認画面が表示されるので、入力内容を確認し、「質問を送信する」をクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

（工事に関すること）財政局契約第一課 

電話 045-671-2245 

 

（物品・委託等に関すること）財政局契約第二課 

電話 045-671-2248（物品） 

045-671-2186（委託） 

 

 


